
令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

整理番号 27 重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

○ 
提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号 27 ) 提案分野 12_その他 

提案事項（事項名） 

戸籍情報連携システムの利用対象の拡大 

提案団体 

東京都 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

求める措置の具体的内容 

「戸籍情報連携システム」の利用可能対象範囲を都道府県にも拡大すること 

具体的な支障事例 

【現在の制度】 

都道府県では、地方税の賦課徴収業務に際し、納税義務者が死亡している場合等で戸籍資料を確認する必要

がある時には、郵送により市区町村へ公用請求を行っている。 

当団体における令和２～４年実績として、課税部門においては、自動車税に係る請求について年間 500 件程

度、特別区の固定資産税に係る請求について年間 10,000 件以上、及び個人事業税に係る請求について年間

100 件程度の戸籍資料の公用請求を行っている。また、滞納整理部門においても、年間 29,000 件程度の公用

請求を行っている。 

【支障事例】 

郵送による戸籍資料の公用請求は、請求してから回答までに１か月程度要することもある。また、被相続人が転

出を複数回行っている場合や、相続人が複数の場合には、相続人を特定するまでに数か月かかる事案もあり、

相続人調査に多くの時間と郵便費用を要している。 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

戸籍情報連携システムについて、住民基本台帳ネットワークシステムと同じように都道府県の利用が認められ

ることで、都道府県の事務処理の迅速化のみならず、市区町村における戸籍謄本等の交付事務の大幅な負担

減となり、都道府県と市区町村双方の事務の効率化に資する。 

根拠法令等 

戸籍法第 10 条の２第２項、第 118 条、第 120 条の２第１項第２号、地方税法第 14 条の 18、第 20 条の 11、第

72 条の 50、第 146 条、第 343 条第 2 項 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、函館市、花巻市、郡山市、白河市、茨城県、群馬県、神奈川県、静岡県、豊橋市、安来市、大牟田市 

 

○年々公用請求件数が増加傾向にあり、事務負担が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 30-1  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  30 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

住民票の公用請求削減のための住民基本台帳ネットワークシステムの利用範囲拡大とその周知 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

国の機関や市区町村等が行う各種調査等の事務において、幅広く住民基本台帳ネットワークシステムを利用で

きるようにするために、４情報（氏名、住所、生年月日、性別）を必要とする事務のうち住民基本台帳法別表に記

載されていない事務を整理し、当該事務を住民基本台帳法別表に掲載する法改正を求める。 

また、上記の実効性を高めるため、国の機関や市区町村等に対して住民基本台帳ネットワークシステムの利用

により４情報の取得が可能である旨の周知を求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務は住民基本台帳法における別表で規定されており、別表

に記載されていない事務については各市区町村等に対する公用請求により情報を取得する必要がある状況。 

【支障事例、制度改正の必要性】 

当市では年間約１万件の公用請求を受理しており、その処理に多くの時間を要していることから（請求内容の確

認から発行まで５分/件、発送前の確認２分/件）、円滑な事務執行の支障となっている。 

公用請求の中には対象者の最新住所を調査する趣旨の案件も少なくなく、住民基本台帳ネットワークシステム

の利用による情報取得で事足りるにもかかわらず、住民基本台帳法別表に当該事務の記載がないことにより各

機関は市区町村等に公用請求による情報取得をせざるを得ないという実態がある（例：更生保護法第 30 条、河

川法第 75 条及び第 77 条、道路運送法第４条及び第 38 条を根拠とする事務等）。 

【支障の解決策】 

以下の解決策を提案する。 

・現状の国の機関や市区町村等の事務の実態に即して、住民基本台帳法別表の見直しを行う。 

・国の機関や市区町村に対して住民基本台帳ネットワークシステムの利用により４情報の取得が可能である旨

の周知を行う。 

上記により、住民基本台帳ネットワークシステム利用拡大のための門戸を広げることができ、その周知により住

民基本台帳ネットワークシステムの利用促進を図ることができることから、支障の解決に寄与するものと考えら

れる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

住民基本台帳ネットワークシステムの利用が可能な事務が拡大され、公用請求自体の件数が減少することによ

り、公用請求に対応する各市区町村の事務負担の軽減に寄与するものと考える。 

また、住民基本台帳ネットワークシステムを利用した情報取得が可能な事務が拡大されることにより、各機関が

公用請求を行う事務負担及び郵送等に係る期間及び費用が軽減され、各機関の負担軽減にも繋がるものと考

えられる。 

 

根拠法令等 

住民基本台帳法第 30 条の９、第 30 条の 10、第 30 条の 11、第 30 条の 12、第 30 条の 15、第 30 条の 23、第

30 条の 28、第 30 条の 30 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、函館市、八戸市、花巻市、郡山市、いわき市、白河市、福井市、上田市、豊橋市、半田市、小牧市、亀

岡市、城陽市、西宮市、安来市、東温市、南国市、大牟田市、熊本市、鹿児島市 

 

○年々公用請求件数が増加傾向にあり、事務負担が増加している。 

○公用請求については書類の審査、発行、照会、交付と手順を経て対応しているところであるが、利用可能な事

務が拡大されることにより当課の対応にかかる事務が軽減されるだけでなく、担当部署においても当課からの

交付を待つことなく自庁において処理を進めることが可能となり、双方にメリットがあると考える。 

○当市では、年間約 15,000 件の住民票等の公用申請を受理しており、その処理に多くの時間を要していること

から、円滑な業務執行の支障となっている。 

○当市では 46,000 件超の公用請求を処理しており、多くの時間を要していることから円滑な事務執行の支障と

なっている。公用請求の中には対象者の住所の調査も多く、住民基本台帳ネットワークシステムの利用が可能

になれば、処理件数も削減でき、請求する側もされる側も業務の効率化が図られる。 

○当市においても、住民基本台帳関係の公用請求が年間約１万件あるため、事務が逼迫している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 30-2  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  108 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

住民基本台帳ネットワークシステムを活用して行政手続における住民票（写）の提出を不要とすること及び当該

システムの活用可能事務の拡大 

 

提案団体 

神戸市 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

本人確認書類として住民票（写）の提出を求めている行政手続について、住基ネット情報を用いて住民票情報を

確認することによって、申請者からの住民票（写）の提出を不要とすることを可能としていただきたい。 

住民基本台帳法で規定されていない事務においても、住基ネットシステムの利用を通じて最新の住所確認等を

行えるよう、住民基本台帳法の規定を見直すことを求める。 

 

具体的な支障事例 

自治体が窓口となって受け付けている行政手続の中には、申請者の居所を証明する書類として、社会通念上一

般的な運転免許証の提示やその写しではなく、住民票（写）の提出を求めているものがあるが、住民票（写）に記

載されている情報は、その自治体の居住者であれば、住基ネット端末で確認できることから、取得に手数料のか

かる住民票（写）をわざわざ提出させる意義が乏しく、申請者にとってもコスト面や手間の面で少なからず負担に

なっている。 

住民基本台帳法で規定されていない事務における住民票情報の取得に関しては、各市区町村等に対して公用

請求を行う必要がある。その目的としては、単に最新住所を確認するだけのものも多く、住基ネット情報の確認

で足りるところを、現状は請求、返送とも紙でやり取りしており、双方の機関にとって負担になっている（例：更生

保護法第 30 条の規定に基づき保護観察所から公用請求を受けるケース）。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

自治体が窓口となって受け付けている行政手続において、申請者が自らの住民票を取得する手間とコストが軽

減されるほか、住民票の公用請求を行う自治体職員の負担軽減に繋がる。 

 

根拠法令等 

住民基本台帳法第 30 条の９、第 30 条の 10、第 30 条の 11、第 30 条の 12、第 30 条の 15、第 30 条の 23、第

30 条の 28、第 30 条の 30 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

函館市、花巻市、郡山市、浜松市、豊橋市、西宮市、安来市、広島市、東温市、福岡市、大牟田市、大村市、宮

崎県、鹿児島市 

 

○行政手続において、住基ネットで必要な住民票情報が確認できることで、市民及び事務の負担が軽減され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 42  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  42 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

税証明書の交付申請について代理人による電子申請を可能とするシステムの構築等 

 

提案団体 

八王子市 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバーカードを利用した税に係る証明書交付の電子申請化を推進していくうえで、本人申請ではなく代理

人が申請する場合の、代理人のマイナンバーカードを利用した証明書請求の仕組みの構築及び利活用の周知

を求める。 

具体的な要望内容は下記のとおりである。 

①マイナポータル利用環境下で代理人からの申請が可能となるシステム（全自治体統一の様式）を構築し、国

民及び行政へ活用の周知を図ること 

②（上記①が困難ならば、）現状、当市では、真正性の担保の観点から、民事訴訟法第 228 条第４項を踏まえ、

委任状は原本である必要があると考えているところ、代理人が委任状を窓口に持参することなく、委任状のデー

タ添付により電子申請を可能とするよう、その整理及びその旨について所管官庁から通知の発出をお願いす

る。 

 

具体的な支障事例 

税に係る証明書交付申請は、本人申請だけではなく、代理人による申請が多いのが現状であるので代理人本

人のマイナンバーカードを使用した電子申請の仕組みづくりが必要であると考えている。マイナンバーカードに

は代理人機能も搭載されているとのことであるが、マイナポータルを利用している環境でなければ代理人から委

任者の事務権限は確認できないとのことである。マイナポータルサイトからは現在、少数の自治体でしか税証明

書の交付申請を実施していないと承知しているが、電子申請の促進にはマイナポータルでの全自治体共通の税

証明申請様式の構築が必要である。 

また、代理人からの電子申請ができないため下記の支障が生じている。 

①特に固定資産税の証明取得は代理人（司法書士、弁護士、不動産業）からの申請が半数以上であるが、電

子申請の際に代理人からの税証明書の交付申請ができない。 

②現状では、窓口申請が半数以上であり、郵送による場合も定額小為替または現金書留による取扱いであり、

いずれの場合にも、申請者に負担が生じている。 

③電子申請による申請者の利便性の向上と電子決済による行政事務の効率化が進まない。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

(申請者の意見、要望） 

①代理人による税証明書の電子申請が現状ではできず、窓口申請、郵送申請しかできないのは不便である。 

②コンビニ交付機で代理人が証明書を取得することができない。 

③証明書交付の電子申請を拡充してもらいたい。 

④証明書の交付までの時間短縮を図ってもらいたい。 



⑤委任状が原本提出でなければ真正性が担保されないのであれば代理人による電子申請化は不可能で、DX

推進と相いれないのではないか。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

（申請者の利便性向上） 

①代理人本人のマイナンバーカードの利用により証明書の電子交付申請が可能となることで郵送申請での定額

小為替、現金書留の用意などが不要となり申請者の負担が大きく軽減されるとともに電子決済により証明書の

交付までの時間が短縮される。 

（行政の効率化） 

①電子申請の手続が浸透することで窓口申請や郵送申請の減少が見込まれ窓口対応に要した時間を、電子申

請に要する事務に対応することが可能となる。電子決済の推進により現金及び定額小為替の取扱い事務の短

縮、負担の軽減を図ることで新たな業務に注力することが可能となる。 

 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

民事訴訟法第 228 条第４項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、ひたちなか市、高崎市、豊橋市、豊中市、斑鳩町 

 

○税情報は原則非開示であるため、本人申請が基本となるが、当市においても、固定資産関係の証明書は代

理人申請が半数以上を占めるのが現状である。マイナポータル利用環境下で代理人からの申請が可能となる

システム（全自治体統一の様式）を構築し、電子決済も可能となれば、申請者、行政双方にとって負担軽減に繋

がると考える。 

○提案団体と同様に支障事例があり、制度改正を要望する。加えて、令和６年４月１日からの相続登記義務化

に伴い、評価証明書等の申請件数が増加することが予想されるため、税証明書の交付申請について代理人に

よる電子申請を可能とするシステムの構築等が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 45  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  45 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

住民票への旧氏の記載申請等手続きのオンライン完結を可能とすること 

 

提案団体 

茅ヶ崎市 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

戸籍情報連携システムの運用開始により他区市町村が本籍地の戸籍謄本等を参照、出力することが可能とな

った。これを踏まえ、住民票に旧氏記載を求める際に、住民基本台帳法施行令第 30 条の 14 第１項、第３項に

ある、戸籍謄本等その他総務省令で定める書類の添付を求めている規定を廃止すること、または、自市区町村

内の戸籍情報連携システムから公用請求に基づく広域交付により戸籍謄本を発行することで添付省略を可能と

することを求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

戸籍情報連携システムによる旧氏登録申請者の旧氏の参照、公用請求による戸籍謄本の出力による添付が認

められていない。 

【支障事例】 

現行制度のままでは、戸籍謄本原本の添付がないと、デジタル庁において取り組んでいるアナログ規制見直し

内の「行政手続のデジタル完結に向けた工程表」で示されている旧氏の住民票への記載の申出を受付しても、

窓口で戸籍謄本等の書面の添付を求める必要があり、デジタル完結を実現することができない。 

また、申請者によっては、婚姻や転籍等、それまでの変更履歴が確認できるよう、多数の戸籍謄本等を取得す

る必要があるため、取得に要する時間的・経済的な負担が相当かかっている場合がある。 

【制度改正の必要性】 

「行政手続のデジタル完結に向けた工程表」において旧氏の住民票への記載の申出のオンライン化が明記され

ている。 

一方で、副本記録情報は戸籍事務のために参照できるものとされており、戸籍事務以外において参照すること

はできない、との法務省の見解がある。 

そのため、工程表に従い、令和７年度までに申請のオンライン化がされる際には、上記見解のままでは、申請者

は紙の戸籍謄本を住所地自治体へ提出しなければならず、アナログ規制が残ったままになってしまうため今回

の処置を求めた。 

【支障の解決策】 

現時点での戸籍情報連携システムの運用開始により他市区町村が本籍の戸籍謄本等の参照、出力が可能と

なったため、住民票に旧氏記載を求める際に、住民基本台帳法施行令第 30 条の 14 第１項、第３項にある戸籍

謄本等その他総務省令で定める書類の添付を求めている規定の廃止、または自市区町村内の戸籍情報システ

ムから公用請求に基づく広域交付により戸籍謄本を発行することで添付省略を可能とすることで、支障が解決

すると考える。 

 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

申請を行う住民にとって、手続のデジタル完結が可能となり、戸籍届出と同時ではない旧氏登録・変更請求の際

にも、戸籍謄本等を取得する時間的・経済的負担の削減ができ、申請書の提出のみで手続が可能となり利便性

が向上する。 

 

根拠法令等 

住民基本台帳法施行令第 30 条の 14 第１項、第３項、住民基本台帳法施行規則第 43 条、「戸籍情報連携シス

テムを用いた副本情報の参照について」（令和５年１月 30 日付法務省民事局民事第一課事務連絡） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、函館市、旭川市、八戸市、花巻市、郡山市、いわき市、白河市、前橋市、柏市、相模原市、上田市、名

古屋市、豊橋市、半田市、亀岡市、豊中市、寝屋川市、西宮市、安来市、東温市、南国市、熊本市、鹿児島市 

 

○当該手続きにおいて「戸籍情報連携システム」が利用可能となれば、市民の利便性向上につながる。 

○内部事務としての確認で事足りるのであれば、例え窓口受付となっても戸籍謄本の添付を求めないように整

理していただきたい。 

○旧氏併記希望者に対し、氏の変更の経過がわかるよう戸籍謄本等の提出を依頼するが、聞き取りをした情報

から提出してもらう戸籍を特定し案内する必要がある。戸籍の記載等に詳しくない住民も多く、必要な戸籍の案

内に時間を要するケースがある。戸籍情報の参照が可能になれば従来の説明をしている間に確認作業を終え

ることができると考える。 

○業務の効率化及び申請した住民の負担軽減のためにも制度改正が必要である。 

○戸籍事務においては戸籍謄本等の添付が省略可能であるのにも関わらず、旧氏登録で添付が必須であるた

めに、戸籍謄本を請求いただくことは、制度の整合が取れておらず、届出人に過剰な負担を負わせている。 

○繁忙期期間中は、土日も住民異動届を受付しているが、本籍地市区町村が閉庁していたために続柄の確認

ができず、当日中の住民票交付ができなかった。 

住所設定の申出等は、文字の確認等のため戸籍抄本の添付を求めているが、郵送による請求しか選択できな

い住民は、手続きの遅れがあった。 

○戸籍情報連携システムを使用すれば、戸籍等の書類の添付が省かれるため、当事者の負担軽減につなが

る。 

○申請者が戸籍謄本等の添付書類を準備する必要があり、時間的・経済的な負担がかかっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 46  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  46 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

住民基本台帳法に基づく事務において戸籍情報連携システムの利用を可能とすること 

 

提案団体 

茅ヶ崎市、熊本市、指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

住民基本台帳法に基づく事務において戸籍情報連携システムを参照、利用することが認められるよう、戸籍法

施行規則第 75 条の 3、 令和 6 年 2 月 26 日付法務省民一第 500 号通達、同日付法務省民一第 501 号依命通

知のうち必要な箇所の改正を求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

現在、国外から日本に住民登録をする際や転入や転居などの異動により既存世帯へ世帯員となる者の続柄の

確定、手続を行う者が法定代理権を有する親権者かどうかをはじめとする届出人の資格確認は、住民基本台帳

法に基づく事務において、戸籍情報連携システムを参照、利用することが認められていないため、戸籍謄本を持

参させるか本籍地への電話照会を行うことしか手段がない。 

【支障事例】 

戸籍謄本の持参がない場合、住所地市区町村では本籍地市区町村に対し電話により確認を行っており、電話

照会を行う際は、各市町村が真正性確保のため折り返し対応を行っていることから時間を要している。また戸籍

の届出先の市区町村から電話照会を受けた市区町村においても確認や折り返し先が市町村の電話番号である

かの確認などに事務処理が発生し、回答するためにも 10 分程度の事務処理を行う時間が発生している。また

土日開庁時など本籍地の市区町村が電話対応を出来ない場合、届出の受理が行えないため市民の不利益が

生じている。 

【制度改正の必要性】 

住基事務と戸籍事務はお互い関係性が深く、住民手続きの担当課では戸籍情報連携システムが利用できる戸

籍端末が必ず設置されているとともに同じ職員が兼務することもある業務である。本提案が認められることによ

り電話というアナログ手段での事務処理によることなく、土日関係なく手続が可能となり、また電話照会による待

ち時間もなくなるため市民サービスが改善される。 

【支障の解決策】 

令和 6 年 3 月 1 日の改正戸籍法施行に基づき、戸籍法施行規則第 75 条の 3 のとおり、市町村長は戸籍事務

の処理に必要な範囲内において、戸籍若しくは除かれた戸籍又は再製原戸籍の副本に記録されている情報を

参照することができるとされた。これにより、令和 6 年 2 月 26 日付法務省民一第 500 号通達及び同日付法務

省民一第 501 号依命通知が発出され、戸籍証明書の広域交付や戸籍届出時の添付負担の軽減等が実現した

一方、ここでは、戸籍法施行規則第 75 条の 3 における戸籍事務の処理に必要な範囲内について、(1)戸籍証明

書等の交付業務、(2) 戸籍の届出業務、(3) 戸籍の訂正等業務、(4) 戸籍の相談業務、(5) その他戸籍事務の遂

行に必要な参照と、限定的なものとされた。 副本記録情報は戸籍事務のために参照できるものとされており、

戸籍事務以外において参照することはできない、とするのが法務省の見解であるが、法令等の整備により、住

民基本台帳事務において戸籍情報連携システムを参照、利用することを認めることで支障が解決すると考え



る。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

これまで電話照会のやり取りで発生していた事務処理時間がなくなるため、業務の効率化が図れるとともに、確

認する情報の正確性の向上につながる。また住民異動などの住民基本台帳の記載に関わる手続が完了するま

での時間が短縮されるため、来庁者の待ち時間が減少し市民サービスが改善される。さらに、戸籍謄本の持参

が不要になることにより、ペーパーレス化につながる。 

 

根拠法令等 

戸籍法施行規則第 75 条の 3、「戸籍情報連携システムを用いた副本情報の参照について」（令和 5 年 1 月 30

日付法務省民事局民事第一課事務連絡）、「戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱い

について」（令和 6 年 2 月 26 日付法務省民一第 500 号通達）、「戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴

う戸籍事務の取扱いについて」(令和 6 年 2 月 26 日付法務省民一第 501 号依命通知) 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、函館市、旭川市、花巻市、多賀城市、郡山市、いわき市、白河市、前橋市、柏市、上田市、名古屋市、

豊橋市、半田市、小牧市、亀岡市、豊中市、寝屋川市、西宮市、小野市、安来市、福山市、東温市、南国市、大

牟田市、鹿児島市 

 

○住民基本台帳事務においても「戸籍情報連携システム」が利用可能となれば、事務の効率化が図られ、手続

きに要する時間も短縮されることから、市民に提供するサービスも改善される。 

○戸籍情報連携システムの安定稼働も含め、各都市の繁忙期対策やペーパレス化に寄与するため、是非対応

していただきたい。 

○国外転入の日本人住民について、本籍地が他市町村であったため電話照会を行ったが、筆頭者の漢字を誤

ってしまい、19 条２項通知が届き住民票修正を行った。住民基本台帳事務にも使用できていれば防ぐことので

きる誤りであると考える。 

○電話照会を行う場合、本籍地の混雑状況によっては確認に相当の時間を要する場合もあり、住民・住所地・

本籍地すべてが時間的コストを払っている。 

○現在、国外から日本に住民登録をする際や転入や転居などの異動により既存世帯へ世帯員となる者の続柄

の確定、手続を行う者が法定代理権を有する親権者かどうかをはじめとする届出人の資格確認は、住民基本台

帳法に基づく事務において、戸籍情報連携システムを参照、利用することが認められていないため、戸籍謄本を

持参させるか本籍地への電話照会を行うことしか手段がない。このため、土曜日等休日及び夜間の窓口開庁を

実施した際、相手方市町村が閉庁していると確認が取れず、当日に手続きを完了することができない。 

○本籍地市区町村が当市である場合でも、住民自身が戸籍謄本を請求し、それを添付しなければならないこと

について住民から苦情があった。 

○戸籍情報連携システムを使用すれば、戸籍等の書類の添付が省かれるため、当事者の負担軽減につなが

る。 

○現在、既存世帯への転入手続き時に、世帯主との続柄を確認する際、転入者が戸籍謄本等を持参しない場

合、関係自治体への電話による照会を行い、折り返しの電話により続柄を確定させており、転入手続きが完結

するまでに時間を要している事実がある。現状、住民基本台帳事務と戸籍事務を同じ部署で職員が兼務してい

ることから当該ケースについては、事務の効率化・市民の手続き時間短縮化に資することから住民基本台帳事

務において戸籍情報連携システムの利用が認められることを要望する。 

○マイナンバーカード交付等の際、未成年者の親権確認等を電話確認等しなければならず、本籍市町村におい

ても事務の負担となっている。 

○手続の際に戸籍謄本を持参する申請者は少なく、都度本籍地に電話で確認を行っており、時間を要する。ま

た、休日開庁や時間外だと、本籍地の自治体が開庁しておらず電話確認ができないこともあり、当日中に手続き

が完了しないこともある。 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 52  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  52 )   提案分野 06_環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

産業廃棄物に関する行政手続の申請・届出等システムと連携する欠格照会システムの構築によりオンラインで

の照会を可能とすること 

 

提案団体 

奈良県、福島県、栃木県 

 

制度の所管･関係府省 

警察庁、総務省、法務省、環境省 

 

求める措置の具体的内容 

環境省が構築する産業廃棄物に関する行政手続の申請・届出等システムに関して、都道府県知事、指定都市

の長及び中核市の長への申請等の手続のうち、申請に限らず、審査についても、オンライン完結を可能とする

ため、当該システムと連携する欠格照会に係るシステムの構築を求める。 

 

具体的な支障事例 

当県では、産業廃棄物収集運搬業及び処分業に係る申請・届出を年間約 2,700 件受け付けている。審査にお

ける欠格照会では、公印を押した紙の照会文書を関係機関（市町村、検察庁等）に送付し、紙で回答を受け取っ

ているが、回答までに１カ月程度を要することもある。 

産業廃棄物に関する行政手続の申請・届出等システムについては令和６年度に構築される予定であるが、都道

府県知事及び政令市長への申請等に係る手続のうち時間を要する欠格照会がオンライン化されないと、迅速な

許可証の発行には繋がりにくいものと考える。 

欠格照会に関しては、産業廃棄物収集運搬業及び処分業に係る申請・届出に関する審査手続以外の行政手続

に係る審査手続（宅地建物取引業の許可）においても行われており、これらの手続についても全般的に効率化

する必要があると考えられる。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

申請者への許可証交付の迅速化が図られる。 

また、許可申請書類及び変更届への添付が義務付けられている登記事項証明書や住民票の写し等について

も、欠格照会のオンライン化が実現された場合には、申請者がこれらの書類を用意する必要が無くなるため、申

請者の利便性の向上が期待される。 

 

根拠法令等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第５項第２号、同条第 10 項第２号、第 14 条の２第２項 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、宮城県、神奈川県、川崎市、富山県、長野県、浜松市、名古屋市、滋賀県、寝屋川市、兵庫県、岡山

県、山口県、徳島県、熊本市 

 

○当県においては警察本部照会、検察庁照会、市区町村照会の合計が令和５年度で 20,000 件を超えており、

欠格照会のオンライン化により申請者への許可証交付の迅速化が図られ、申請者の利便性の向上が期待でき

る。 

○許可を出している自治体ごとに、警察、検察、自治体あて欠格照会を行っており、当市の場合は対象者ごと

に、照会依頼を作成し各機関及び各自治体あてに郵送している（多い場合は月 40 件程度）。現在、添付されて

いる住民票等の書類と照合し確認した上で、各照会依頼文作成から発送作業まで短期間で実施しており、多く

の手間がかかっている。また、産廃収運業と産廃処分業をもつ同事業者で産廃収運が当該月の照会対象、そ

の翌月が産廃処分の照会対象となった場合同様の照会事務を行うこととなり事務負担となっている。 

○当県では、収集運搬業及び処分業に係る申請・届出に基づく欠格照会文書を年間 2,500 件程度送付してお

り、照会手続き等のオンライン化が必要と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 53  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  53 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

住居表示事務に係る法務局からの情報についてオンラインで提供を受けることを可能とすること 

 

提案団体 

別府市 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

市町村が実施する住居表示に係る事務について、住居表示に関する法律第 11 条に定める国機関等の協力に

基づき、事務の実施に必要となる情報の提供を法務局に求めた際、オンラインにより提供を受けることを可能と

することを求める。 

 

具体的な支障事例 

当市では住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に基づき住居表示事務を実施している。住居

表示の変更等があった場合には、市は、法務局から公図や登記事項要約書の提供を受け、公図の修正並び

に、登記事項の書き換え申請を行わなければならない。この際、法務局から提供される各種資料は、すべて紙

媒体であるため、市において事務を行う場合には、紙資料の電子データへの落とし込みや、点検等に膨大な作

業時間を要している。 

一方で、同様の作業を要する「地籍調査」においては、法務局から当市に各種資料が電子データで提供される

ため、この作業時間は、住居表示に比して軽微なものとなっている。 

ついては、業務の軽減化・効率化、また作業期間の短縮による住民サービスの向上のため、住居表示に係る事

務について、法務局から市に対する資料提供の方法について、電子データ等への見直しを求めるもの。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

公図や登記事項要約書が電子データで提供されることにより、公図の修正や登記事項の書換申請等にかかる

時間や事務負担が大幅に軽減される。 

 

根拠法令等 

住居表示に関する法律第 11 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、函館市、川崎市、浜松市、名古屋市、熊本市、鹿児島市 

 



○住居表示に係る事務について法務局に請求する公図や登記事項要約書などの資料が紙媒体で提供されるこ

とにより、その後の事務処理の際に、紙資料を個別に確認することで膨大な時間を要すほか、手作業で電子デ

ータへ転記することによる事務処理ミスなどが懸念される。 

ついては、業務の軽減化・効率化のため、住居表示に係る事務について、法務局からの電子媒体による資料提

供及びオンライン化を検討していただきたい。 

○住居表示のみならず、地方自治法第 260 条に基づく市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若

しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更する際にも分合筆等による土地の変化に

ついて、法務局に目録の出力を依頼し、確認しているが、こちらも紙媒体での提供となっており、変更前後の確

認に膨大な時間を要する。 

Ｅｘｃｅｌ等データで提供されることで照合作業時間が大幅に低減される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 81  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  81 )   提案分野 03_医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

登録喀痰吸引等業務における申請手続に係る添付書類の簡素化等 

 

提案団体 

兵庫県、山形県、埼玉県、大阪府、沖縄県 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、総務省、法務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

登録喀痰吸引等業務に係る申請手続きがオンラインで完結できるよう、添付書類として求めている登記事項証

明書と住民票の写しの提出を電磁的方法でも可能とすること 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

介護職員等が施設や事業所でたんの吸引等の行為を行うためには、たんの吸引等の実施に係る研修を修了し

た従事者が「認定特定行為業務従事者」の認定を受けるとともに、施設や事業所が「登録喀痰吸引等事業者

（登録特定行為事業者）」の登録を行う必要がある。 

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）の登録は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により都道府

県知事の登録を受けなければならず、申請に必要な書類として同法施行規則の規定により登記事項証明書（原

本）を提出することとなっている。 

また、認定特定行為業務従事者認定証は同法の規定により都道府県知事が交付することとなっており、交付申

請に必要な書類は同法施行規則の規定により住民票の写しを提出することとなっている。 

[年間新規申請件数（令和４年度）］ 

①登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）の登録申請 

②認定特定行為業務従事者認定証の交付申請 

Ａ自治体  ①   63 件、② 1,026 件 

Ｂ自治体  ①   22 件、②  335 件 

Ｃ自治体 ① 28 件、②   377 件 

Ｄ自治体  ① 125 件、② 3,269 件 

Ｅ自治体 ①  31 件、②  277 件 

【具体的な支障事例】 

同法の規定から、多くの自治体が書面で申請を受け付けており、電子申請での受付を実施している一部の自治

体においても、原本での提出の必要がある登記事項証明書や住民票の写しは、別途、書面により提出する必要

があるなど、手続のオンライン完結による事務負担の軽減や事務処理の迅速化の支障となっている。離島市町

村が多い地域においては、さらに郵送に時間を要する場合も多い。 

これらの書類は原本が根拠資料となることから、申請書類等は紙による保管が必要であり保管場所の確保が必

要となる等、ペーパーストックレス化の支障にもなっている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

登録喀痰吸引等業務に係る申請については、喀痰吸引が必要な利用者にサービスを提供する場合に、事業所



より至急での登録等を希望されるケースが一定数あるが、申請において原本書面の郵送等が必ず伴うため、事

務処理に期間を要する状況となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

自治体及び申請者の事務負担が軽減され、登録事務等の迅速化を図るとともに、オンライン完結による文書保

管の電子化等によるペーパーストックレス化が推進される。 

 

根拠法令等 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第 26 条の２ 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第５条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、千葉県、京都府、山口県、高知県 

 

○喀痰吸引の登録申請・交付申請を行う場合は、全て書面による提出を実施しており、住民票は原則原本の提

出を依頼している。 

また、申請書類等は紙による保管が必要であり保管場所の確保が必要となる等、ペーパーストックレス化の支

障にもなっている。 

【年間新規申請件数（直近３年間分）】 

①登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）の登録申請 

②認定特定行為業務従事者認定証の交付申請 

令和３年度：① 68 件、② 2,303 件 

令和４年度：① 71 件、② 1,882 件 

令和５年度：① 83 件、② 1,857 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 98  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  98 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

登記・供託オンライン申請システムによる表示・権利の嘱託登記に係る添付情報の原本提示を不要とすること 

 

提案団体 

徳島県、山形県、福島県、滋賀県、堺市、兵庫県、和歌山県、鳥取県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

地方公共団体が「登記・供託オンライン申請システム」を用いて「表示」及び「権利」の嘱託登記を申請する場合

は、添付情報の原本提示を求めないものとする。 

 

具体的な支障事例 

公共用地の取得に伴う「表示」及び「権利」の嘱託登記について、従来は法務局及び地方法務局の窓口に出向

いて申請していたが、法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を用いることによって、オンライン

申請が可能となったところ。 

しかし、地方公共団体による嘱託登記の場合は、オンライン申請に加え、これまでと同様、添付情報の書面によ

る原本提示が求められるため、書面の郵送又は持参の手間は解消されず、オンライン申請によるメリットが十分

享受できない状況にある。 

一方で、土地家屋調査士等が「表示」に関する登記を代理人としてオンライン申請（嘱託を含む）する場合におい

ては、以下のとおり、添付情報の原本提示は求められない取扱いとなっている。 

「土地家屋調査士等が電子申請の方法により表示に関する登記の申請又は嘱託をする場合における添付情報

の原本提示の省略に係る取扱いについて（依命通知）」（令和元年 10 月７日付け法務省民二第 187 号）では、

不動産登記令第 13 条第２項に基づく「添付情報の原本提示は登記官の裁量に委ねられている」との解釈のも

と、「土地家屋調査士等が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記の申請又は嘱託をする場合に

おいて、同令第 13 条第１項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の

提示を求めない取扱いとする。」と示されている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

令和５年 10 月に当県において、「登記・供託オンライン申請システムの活用状況」について、全国都道府県を対

象としたアンケート調査を実施したところ、当該システムを導入している 35 団体全てにおいて、添付情報の郵送

又は持参を行っていることが確認できた。 

さらに、複数の団体においては「導入したが現在は利用していない」ことが判明した。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

当県では、地方法務局は支局も含め県内に３箇所しか設置されておらず、遠方からの申請には相当の時間と経

費を要している。 

添付情報の原本提示の省略が実現すれば、当該書面を郵送又は持参する必要がなくなることから、地方公共

団体における当該システムの更なる利用促進に繋がるため、ＤＸが加速されるとともに、登記官及び申請者双方



の事務の効率化及び経費の削減が期待できる。 

 

根拠法令等 

不動産登記令第７条、第 10 条、第 13 条、附則第５条、不動産登記規則第 41 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、宮城県、横手市、いわき市、川崎市、山北町、松本市、浜松市、寝屋川市、鹿児島県 

 

○当県では、法務局は出張所も含め 30 箇所設置されているが、法務局から遠方にある学校が大規模工事完

成後等の嘱託登記申請をする場合には相当の時間と経費を要している。当課においては、現在、不動産表示に

関する境界確定測量委託業務契約に嘱託登記申請を含めて毎年３件程度契約しているが、知事部局において

は嘱託登記申請を委託業務に含めていないことから、委託料の効率的な執行のため、次年度から委託業務内

容に嘱託登記申請を含めず、当課において嘱託登記申請を実施することを検討している。添付情報の原本提示

の省略が実現すれば、当該書面を郵送又は持参する必要がなくなることから、事務の効率化、法務局への移動

時間の削減、及び経費の削減が期待できる。 

○当県でも、紙とシステムの両方で申請をしている。紙申請の場合、持参する負担が発生する。また、システム

申請の場合、持参する負担は省略できるが、紙からデータへ取り込む事務負担が発生する。現状、両方の負担

が発生していることから、どちらか一方へ統一していただきたい。 

○当市では、嘱託登記のオンライン申請化を検討しているが、オンライン化をしても添付書面を提出するため法

務局窓口まで出向く必要があるため、事業の効率化を図ることができるとは考えていない。また、現状において

も、土地家屋調査士等により電子化されている図面等をわざわざ書面化し添付書類として提出しているため、ペ

ーパレス化の妨げになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 99  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  99 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

登記・供託オンライン申請システムによる登記事項証明書等の公用請求について手数料の納付を不要とし手続

のオンライン完結を可能とすること 

 

提案団体 

徳島県、青森県、山形県、福島県、滋賀県、京都府、京都市、堺市、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、関西

広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

地方公共団体の職員が登記・供託オンライン申請システムを用いて登記事項証明書等を公用請求する場合に

ついて、登記手数料令第 18 条の規定を適用し、手数料の納付を求めないものとするとともに、オンラインでの

手続の完結を可能とすることを求める。 

 

具体的な支障事例 

登記事項証明書、地図証明書及び図面証明書は、公共事業用地の取得に際し、土地の所有者及び境界の特

定並びに所有者及び関係者との交渉においては必要不可欠であるとともに、公共用地管理者、金融機関又は

税務署との間の協議や依頼において証明書の提供を求められるところ。これらの交付請求は、登記手数料令第

18 条の規定により、地方公共団体の職員が、窓口若しくは郵送で、職務上請求する場合（公用請求）には、手

数料を納めることを要しないとされている。 

現在、各証明書の公用請求は、地方公共団体の職員（申請者）が、法務局及び地方法務局の窓口に出向き、手

入力又は手書きにより作成したペーパーでの申請を行っている。また、法務局の窓口従事者もペーパーの申請

を受け取り、システムへの手入力により交付を行っていることから、申請者及び窓口従事者のそれぞれにおい

て、手入力が発生している。 

平成 25 年度に「登記・供託オンライン申請システム」が稼働しているも のの、当該システムを利用した場合は、

登記手数料令第３条及び第 18 条の規定により、公用請求であっても手数料の納付が求められることから、地方

公共団体では、法務局及び地方法務局の窓口に出向き、公用請求を行っている。また、当該システムを使用す

る場合、証明書をオンラインで受け取ることはできず、窓口又は郵送のどちらかで受け取ることとなっている。 

当該システムを用いた場合の手数料と、手続がオンラインで完結しないことが、当該システムの利用促進及びＤ

Ｘ推進の妨げとなっている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

当県では、地方法務局は支局も含め県内に３箇所しか設置されておらず、遠方からの交付請求には相当の時

間と経費を要している。 

当該システムを用いた公用請求に係る手数料の無料化と手続のオンライン完結が実現すれば、当該システム



の積極的な活用による事務の効率化と移動に伴う経費の削減が図られるとともに、登記情報等の迅速な入手

が可能となることから、用地交渉の円滑化や事業効果の早期発現にも寄与することとなる。 

また、地方法務局においては、窓口業務に従事する職員の負担を減らすことが可能となり、ひいては窓口業務

に係る人件費の削減にも繋がり、ＤＸ時代への転換が図られる。 

 

根拠法令等 

登記手数料令第３条、第 18 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、横手市、ひたちなか市、大田原市、高崎市、川崎市、山北町、松本市、浜松市、寝屋川市、安来市、大

牟田市、長崎市、熊本市、鹿児島県 

 

○当県では、法務局は出張所も含め 30 箇所設置されているが、法務局から遠方にある学校が登記事項証明

書等の交付請求をする場合には相当の時間と経費を要している。当課においても法務局窓口を訪問し登記事

項証明書等を年間 25 回、約 110 件交付請求している。登記・供託オンライン申請システムを用いた公用請求に

係る手数料の無料化と手続のオンライン完結が実現すれば、当該システムの積極的な活用による事務の効率

化と法務局への移動時間の削減が図られるとともに登記情報等の迅速な入手が可能となることから、未利用地

売却の円滑化等に寄与することとなる。 

○当市も同様に窓口に出向き、書面にて申請している。このことは、事業の効率化、ペーパレス化及び DX 化の

妨げになっている。 

○登記事項証明書等の公用請求は登記する当課だけでなく、多数の課で利用があるので、当市の場合は法務

局が近くにあるとはいえ、オンラインで完結すれば事務の効率化は図られると考える。 

○税務業務においても登記事項証明書等、法務局へ請求する証明書等は多く、法務局に行く時間と手間は相

当かかっている。提案のとおり、当該システムを活用した公用請求ができ、さらにオンラインで受け取ることがで

きれば、事務の効率化が図られるものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 100  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  100 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

登記所が所有している登記データの一括出力機能の追加 

 

提案団体 

北広島市 

 

制度の所管･関係府省 

デジタル庁、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

登記所が所有している登記データのうち、不動産番号及び固定資産課税台帳への紐づけに必要な情報を、登

記所において一括出力し通知する機能又は環境を整備すること。 

 

具体的な支障事例 

令和７年度までの標準化が予定されている税務システムにおいて、地方税法第 382 条の規定に基づく登記所

から市町村長への通知（電子データ）は、不動産番号をキーとして「税務システムの土地登記情報マスタ（固定

資産税課税台帳等）に自動で反映されること、紐づけできない等の理由で自動反映されない場合は手動で反映

できること」が機能要件となっている。また、帳票「固定資産税課税台帳（閲覧用）」には不動産番号欄が設けら

れており、この欄は「納税義務者から確認を求められるケースが多いとの意見を踏まえて追加した」という経緯

があるところである。 

これらの運用にあたっては、地方税法第 382 条の規定に基づく登記所から市町村長への通知によって、不動産

番号をシステムに随時登録することもできるが、通知される不動産番号はあくまで登記の異動等がキーとなるこ

とから、異動がない物件の不動産番号は通知されない。令和７年度までの間に不動産番号をあらかじめ整備

し、一括登録することが移行後の安定的な運用につながるものと解しており、膨大な登記データを円滑かつ効率

的に整理するためには、不動産番号及び固定資産課税台帳への紐づけに必要な情報をデータとして一括出力

し通知いただくことが必要不可欠である。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【住民の利便性の向上】 

不動産番号を利用することで、住民が登記所において登記事項証明書を請求する際、本来記入が必要だった

事項を大幅に省略することができる。 

【行政の効率化】 

税務システムの標準化前に不動産番号を整備できれば、標準化後の登記情報の異動及び変更は自動反映さ

れるため、事務負担が軽減される。 

また、登記所においても、登記事項証明書等請求時に不動産番号が記入されることで、請求内容の確認事項が

減り、登記事項証明書等発行事務の負担減につながる。 

 



根拠法令等 

地方税法第 382 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、ひたちなか市、大田原市、高崎市、福井市、松本市、寝屋川市、斑鳩町、高松市、熊本市、那覇市 

 

○当市においても、標準準拠システムへの移行及び登記済通知データの取り込み機能を活用するため、先般、

前橋地方法務局あてに登記全件データの提供依頼を行ったところである。当市の場合、不動産番号の整備と併

せて、課税台帳記載事項の照合作業も目的としていたことから、地方税法の規定に基づき提供いただくことで調

整を図れたが、取り込み機能を活用するためのデータベース整備等の理由では提供不可との回答があった。国

は登記済通知データの活用を推進している立場であるはずなので、関係省庁と連携の上、登記済通知データの

活用等を目的とした依頼に対しても提供いただけるよう基準等の見直しを行っていただきたい。 

○当市においても、現行システムでは不動産番号での管理を行っていない。標準化システムでは不動産番号を

キーに異動処理が可能となることから、システム稼働後に登記異動を円滑に処理するためには、登記全件の不

動産番号を事前にデータとして通知していただく必要がある。 

○当市では、現行システムにおいて不動産番号の管理を行っていない。したがって、税務システムの標準化に

伴い、不動産番号を整備する必要があるため、運用開始までの間にシステムに取り込める形式で、登記情報全

件データの提供を受けることが必須になると考えられる。また、運用開始後においても定期的に登記済通知書

データをシステムに取り込んでいく必要があるが、当該業務が手動での反映となり職員の負担増となることのな

いよう、登記所において登記情報の一括出力・通知機能が整備されるようお願いしたい。なお、登記所における

登記データの出力機能の整備にあたっては、標準化後のシステムへの取り込みを前提とした出力形式となるよ

う省庁間での調整をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 116  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  116 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

独身証明書が広域交付の対象証明書であることの明確化 

 

提案団体 

東京都、福島県、埼玉県 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

独身証明書が広域交付の対象であることを明確化すること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

こども家庭庁においては、地域少子化対策重点推進交付金により地方公共団体が行う「結婚に対する取組」及

び「結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運の醸成の取組」の支援を行っている。 

この支援により、多くの自治体で結婚支援センターの開設（37 道府県）、マッチングシステムの導入（34 府県）

（令和５年６月岩手県の調査による）が行われているが、それらの利用登録に際しては、32 の都道府県が独身

証明書の提出を必須としている。 

この措置については、当団体主催交流イベント参加者へのアンケートにおいて「独身証明書の提出により安心し

て参加できる」という回答が約９割と高く、独身証明書提出を必須としていることが婚活に良い影響を及ぼしてい

ると考えている。 

※参考：民間サービスにおける独身証明書の取扱いについて 

婚活に係る民間サービスのうち、結婚相談所は入会に当たり原則として独身証明書の提出が必須となっている

一方、既婚者のなりすまし等の問題が報道されるマッチングアプリの多くは取得の困難さから独身証明書の提

出を求めていない状況にある。 

【支障事例】 

＜申請手続きの煩雑さによる婚活者の機会逸失＞ 

独身証明書は本籍地のある区市町村への申請が必要なため、取得に手間と時間がかかることにより利用開始

まで時間を要している。 

申請は区市町村窓口若しくは郵送での対応が必要であることから、「面倒である」、「窓口での申請が恥ずかし

い」との理由から申請を躊躇するという声もあり、婚活を開始する機会を妨げている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

「結婚支援マッチング事業/ＡＩマッチングシステム・交流イベント」の利用者から、「独身証明書の提出をした人の

みが参加しているので安心」との声が高い（９割）一方で、「独身証明書の入手に手間がかかる」（３割）という声

がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【利便性の向上による婚活者の増加】 



独身証明書の入手が簡易になることにより、参加者の登録促進が進み、利用者の満足度が向上し、婚活を開始

する人の増加が予想される。 

【安全性の向上による結婚気運醸成】 

マッチングアプリの利用に関し、既婚者のなりすまし、宗教の勧誘、詐欺被害等の問題が報道されている。 

独身証明書の申請手続の煩雑さを解消することにより、行政のみならず結婚相談所やマッチングアプリ事業者

など民間の婚活事業者も、利用者へ独身証明の提出を求めやすくなる。 

その結果、婚活に躊躇する理由のひとつである、独身者になりすました既婚者に騙されるのではないかという不

安や実際の被害を減らすことが可能となり、社会全体の結婚気運の醸成につながることが期待される。 

 

根拠法令等 

戸籍法第 120 条の２、通達・回答(5124)結婚情報サービス・結婚相談業者に提出する証明書の取扱いについて

(平成 12 年４月 10 日付け法務省民二第 944 号民事局長回答、同日付け民二第 945 号民事局第二課長依命

通知) 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、花巻市、いわき市、岡山県、広島市、高知県、大牟田市、熊本市、特別区長会 

 

○独身証明書は戸籍がある市町村でしか取得できない現状、婚活イベント主催者によると、参加希望者から「市

町村に知り合いがいて取得しづらい」等の声が一部あったと聞いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 127  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  127 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

人権擁護委員の候補者の推薦の市町村長への義務付けの廃止 

 

提案団体 

那覇市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

人権擁護委員の候補者の推薦を自治体に義務付けていることを行わないこととされたい。 

人権擁護委員には、真に高度な専門知識を持つ人材（弁護士等）を法務大臣（地域の法務局）が選任されたい。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

人権擁護委員法第６条第３項において、市町村長は人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないとされて

いる。 

地方分権改革推進委員会第２次勧告で、かかる義務付けは見直されるべきとされた。 

【支障事例】 

①地方分権の観点から 

法務省の機関であり大臣の指揮・監督を受ける職員の推薦を、自治体が行うこととなっている。 

②合理性の観点から 

従来は弁護士に委嘱されていたところ「解決に高度の専門的知識を必要とするようになってきたため、地域の実

情に明るい地域住民や各分野の専門家に委嘱するようになった」とされている（法務省 HP より）。 

しかし、自治体が関知する人材領域は自治会や学校関係者、民生委員などであり、これらの方々では「人生の

先輩としてのアドバイス」（同 HP）が主なものとなってしまい、法が予定する「人権侵犯事案への適切な処置」と

は異なってしまっている。 

不服申立、行政相談、公益通報、監督機関（労基署など）への案内、そして法的助言など、具体的な情報提供や

制度への案内は現状の人材にとっては難しい分野といえる。 

③自治体の事務負担の観点から 

以下のように通年の事務が発生している。 

＜９月議会向け ※（）は２月議会向け＞ 

５～６月（11～12 月） 委員候補者選出（一人につきメール、文書、電話をそれぞれ３回以上実施）、届いた文書

や書類の修正依頼、書類再提出依頼等 

７月（１月） 欠格事項調査照会、その後議案上程のための諸手続き 

８月（２月） 法務局への提出書類作成準備 

９月（３月） 議会対応。議決後、法務局に推薦報告発出 

10 月（４月） 法務局からの補正依頼への対応 

 

 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

①地方分権の観点から 

第２次勧告の指摘にかなったものとなる。 

②合理性の観点から 

人権擁護委員が、人権侵犯事案への適切な処置を行うに足る法的・制度的知識を備えた高度な専門性を帯び

るようになる。 

現状でも弁護士人材は法務局からの内申を受けて自治体が推薦している。法務局による選定で現状を大幅に

簡素化できる。 

③自治体の事務負担の観点から 

通年で生じてきた関連業務から解放される。 

 

根拠法令等 

人権擁護委員法（昭和 24 年法律第 139 号）第６条３項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、いわき市、大田原市、上尾市、八王子市、多治見市、浜松市、豊橋市、豊田市、広島市 

 

○定年延長やジェンダー平等の社会参画が進む中、人権擁護委員の担い手が不足しており、当市の定足数に

対し欠員が生じている状況である。また、行政相談委員・民生委員・保護司では議会の意見は不要であるのに

対し、人権擁護委員は議会の意見を聞いた上で推薦する必要があるが、議員と人権擁護委員、双方の肩書を

得るケースが散発する中、その妥当性を疑問視する意見が議会で出ている。さらに、人権相談窓口に関する広

報をした際、市民から人権擁護委員は法律の「プロ」なのかという問合せがあった。 

○被推薦者の年齢制限の運用が緩和されているところではあるが、高年齢者の就業率が高くなってきている昨

今の社会状況の中では、自治体が継続的に人材を確保することが益々困難となってきている。 

また、相談内容も今後多岐に渡り、専門的な助言が必要になる場面が増加することを想定すると、地域の法務

局が直接選任するという提案は、専門性の高い人財の確保、定員数の確保という点で非常に合理的だと考え

る。 

○人権擁護委員の業務の繁忙さや定年年齢の引き上げ等に伴う人材不足により、委員候補者の選出に係る業

務負担が大きいことを課題と認識している。 

○当市においては、推薦母体を地域の自治区としている。自治区においては、当該役職以外の人選依頼が他

の所管課から多数あり、自治区長等の負担増が問題となっている。 

○人権擁護委員の推薦に係る事務（地域への推薦依頼、欠格事項調査照会、議案上程のための諸手続き等）

が多く、複雑なため負担が大きい。 

○当市では人権擁護委員の任期令和６年９月満了者２名の後任人選にあたり、10 名以上の検討、及び７名以

上に対する複数回の電話及び面談による交渉を鋭意継続中だが、後任候補者の選任に至ったのは１名のみと

いう状況。 

候補者の選任、推薦には多大な事務量を要し、市町村職員の本来業務を圧迫している。 

【支障事例】 

本案件を法務局に相談した結果、「定員を割ってはならない」との意見、及び、人権擁護委員法第９条「任期満

了後も、後任者が委嘱されるまでの間その職務を行う」との規定から、満了者１名の任期は「伸長」し、人選を継

続しているところ。 

この事例には下記３点の支障がある。 

①退任したくても退任できない委員への心理的負担 

②残された人権擁護委員の実働人数減少による業務圧迫 

③制限された厳しい条件に沿って人選を継続しなければならない市町村職員への多大な事務負担 

類似事例は全国的に発生していると推察するが、上記「伸長」の措置により、人権擁護委員の名簿上の人数が

安定的に維持されているため、この問題が関係者以外に表面化しない点も不適切であることを申し添える。 



昨今の定年延長等の社会背景もあり、自治体が関知する人材領域の中から、法務省の掲げる条件に合致す

る、人権侵犯解決に必要な高度の専門的知識を備える人物を選任することは困難を極めている。 

これら事情をご賢察いただき、法務局が積極的に関与する制度へ抜本的な改正をされたい。 

○人権擁護委員による人権相談や人権啓発活動等は、市民の人権問題の解決や人権意識の醸成に深く寄与

するものとの認識であるが、一方で人権擁護委員候補者の推薦については、時間的拘束が可能な適任者の確

保に苦慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 128  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  128 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

自治体に対する人権啓発活動「地方委託事業」の廃止 

 

提案団体 

那覇市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

「人権の花運動」等の人権啓発活動を地方に委託する「地方委託」を廃止されたい。 

法第９条にいう「財政措置」は委託ではなく補助とし、その際、全額補助とされたい。 

地方委託事業の実施を将来にわたって予定させる「輪番制」のような運用は廃止されたい。 

地方委託事業のためのネットワーク協議会は廃止されたい。 

国は法第４条の事業を、民間事業者等に委託して行う。 

自治体は法第５条の事業を、単費または同第９条による国の補助を受けて実施する。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

「人権啓発活動地方委託要綱」（平成９年４月１日法務大臣決定）、同「実施要領」（平成 12 年４月１日人権擁護

局長決定）に基づき、「人権の花運動」等の人権啓発活動を自治体に委託する「地方委託事業」が実施されてい

る。 

【支障事例】 

①地方分権の観点から 

自治体の事務は「自治事務」または「法定受託事務」とされているところ（地自法第２条第８・９項）、地方委託事

業は事実上法務省の事業を法の根拠なく自治体に委託するものであり法に反する。 

地方委託事業は法定受託事務ではなく自治事務であるとし、現行の委託料を自治事務に対する財政措置であ

るとするならば、自治事務に対して法令の根拠なく大臣以下による実施要領を定めることは地自法第 245 条の

２に反する。 

②自治体の自律性の観点から 

法務省が設置を唱導する「ネットワーク協議会」は、地方委託事業を実施する上で管内自治体を統制するため

の組織となっている。実施計画（輪番による将来の予定）の決定、事業遂行のための諸統制等（花卉を配る学校

の数、当日のセレモニーの次第、出席者の選定など）などにおいて、参加自治体が同調せざるをえない仕組み

となっている。 

③合理性の観点から 

当市の在する地域にあっては「人権の花事業」は必須の事業として自治体に実施が求められている。学校に花

きを配布する事業よりも、例えば「増加する外国人への人権擁護啓発」などの方がより重要であると自治体が考

えても、そのような自治体の選択を制約するように機能している。 

女性の人権侵害に対する支援機関である「女性センター」、学校における人権教育など、自治体が行う人権啓

発活動は多くある。国の事業の委託料である現制度は、これらへの財政措置として活用できない。 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

令和５年度のネットワーク協議会において、法務局課長から「輪番の間隔を短くしたい」との提案がされたが、構

成自治体から「負担が増える」との反論が相次いだ。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

①地方分権の観点から 

自治体への根拠のない事務委託が解消される。 

②自治体の自律性の観点から 

地方委託事業のためのネットワーク協議会を廃止することで同調を拒みにくい仕組みの中で自治体に課されて

いた事業指定が解消され、それにより自治体の企図する啓発事業が行いやすくなる。 

③合理性の観点から 

補助金とすることで、自治体企画による人権啓発事業に財政措置が活用できるようになる。 

 

根拠法令等 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成 12 年法律第 147 号)第９条 

地方自治法（平成 22 年法律第 63 号）第２条第８項、同９項、第 245 条の２ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、いわき市、豊橋市、豊田市 

 

○委託事業の基準には様々な制約があり、より柔軟な事業構築が難しいため、効果が得られない。 

・「人権の花運動」は学校の負担が増えることから実施受入を拒否する学校もあり、継続が難しい。 

・千円未満の経費は市負担となるため、別途予算を組まなければならず、財政的にも負担がある。二重に管理

する事務負担も増える。 

・機構改革等により、計画段階では予想できなかった事業の中止を申し出たがなかなか認められず、更に事務

が増えた。計画の中止、変更に対しても柔軟な対応をお願いしたい。 

○人権の花運動等の人権啓発活動の地方委託に関しては、各自治体の裁量権が少なく、また、その効果の検

証が不十分な状態で長年継続されてきていると考えており、地方委託事業を廃止し、補助制度とすることで、各

自治体が地域の実情に即した施策を独自に展開することが可能となるような制度に改めたほうがよいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 129  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  129 )   提案分野 11_総務 

 

提案事項（事項名） 

人権擁護委員協議会の運営経費のための自治体負担金の廃止 

 

提案団体 

那覇市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

人権擁護委員協議会の運営経費、上部団体への負担金や委員の活動経費について、市町村からの負担金の

廃止、又は負担が任意である旨の明確化 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

人権擁護委員は人権擁護委員協議会を組織することとされている（擁護委員法第 16 条） 

【支障事例】 

同協議会の運営に係る経費や同協議会が決定した人権擁護委員による活動経費は、人口割で自治体が負担

している。 

（例：那覇人権擁護委員協議会（令和５年度予算）） 

支出総額 1,461 千円 

会議費（飲物代など） 45,000 円 

事務費（通信費、備品費など） 230,000 円 

事務局員手当 50,000 円 

上部団体への負担金 285,000 円 

活動費（人権の花など） 820,000 円 

その他 31,000 円 

※このうち当市の負担分は約 650,000 円 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

人権擁護委員の活動費や国の協議会の事務経費、上部団体への負担金を、自治体が負担していることへの疑

問の声がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

負担金とは、負担金拠出者が行うべき業務を、負担金受入団体が行っている場合に、相応の費用として拠出さ

れるものであるが、本負担金の充当経費はこれにあたらない。同協議会並びにその事業は国の事業であること

から、そのための経費は国によって負担されることにより、現在の市町村の負担金が廃止され、自治体の負担

が解消される。 

 

 



根拠法令等 

人権擁護委員法（昭和 24 年法律第 139 号）第 16 条 

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則（昭和 24 年法務府令第

40 号） 

那覇人権擁護委員協議会会則（昭和 46 年 12 月２日施行） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

上尾市、豊橋市、豊田市、広島市、高知県 

 

○当市では補助金として交付しているところであるが、経理等の事務に慣れていない委員が多い中、国は会計

事務の指導等は行っておらず、帳簿の付け方や領収証書等の提出漏れなどを自治体が指導するなど、本来業

務以外の事務が派生している。また、当市補助金を上部団体への負担金として支出するなど、補助金の使途が

不明瞭なケースがある。 

○（令和６年度予算） 

①人権擁護委員協議会負担金（人口割） 

②人権擁護委員会負担金（人口割） （①の下部組織） 

①は人権擁護委員法第 16 条に定める協議会で、県内数か所に置かれた協議会のうち当市が属する協議会に

係る負担金、②は①の協議会の区域内を更に細分化した数ブロックのうち、当市が属するブロックに置かれた

委員会（法の定めなし）に係る負担金であり、当市は①②双方に、合計 1,000 千円を超える負担金を拠出してい

る。 

さらに、①の上部組織である県連合会（人権擁護委員第 16 条第２項）の予算書によると、歳入として各地区協

議会からの負担金が計上され、歳出として、更なる上部組織である関東人権擁護委員会への負担金を支出して

いる。本来国の業務である団体の予算の原資が、自治体からの負担金となっていることが不適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 141  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  141 )   提案分野 02_農業・農地 

 

提案事項（事項名） 

農地法施行令第３条第２項、第 10 条第２項基づく届け出の受理・不受理の書面通知の廃止 

 

提案団体 

千葉市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省、農林水産省 

 

求める措置の具体的内容 

市街化区域内農地の「転用（農地法第４条）」及び「権利の設定・移転を伴う転用（農地法第５条）」に係る届出に

ついて、届出の受理又は不受理を書面で通知しなければならないが、政令を改正して該当条項を廃止すること

を求める。 

 

具体的な支障事例 

市街化区域内の農地を転用、権利の設定・移転を伴う転用をする場合、事前に農業委員会に届出ることとなっ

ている（農地法第４条第７号、５条６号）。 

また、届出の受理・不受理について書面で届出者に通知することとなっている（農地法施行令第３条第２項、第

10 条第２項）。 

一方、転用届がされた場合、法定の内容、書類が揃っていれば受付けなければならず、揃っていなければ、行

政手続法第７条に基づき補正の請求を行うか、拒否を行う。そのため、形式審査である届出の手続きにおいて、

不受理とはならないため、本来、届出者に通知する必要も無いはずである。 

【参考】 

市街化区域内の登記地目が「田・畑」の土地について、法務局に所有権移転登記や地目変更登記の申請があ

った際に、法務局が転用届出の受理通知書を添付書類として求めている。 

このため、既に届出がなされ、現況が農地ではなくなっている土地であっても、所有権移転等の際に登記地目が

変更されていない場合には、新たに所有権移転等を行うため、同じ土地について再度届出がなされ、受理通知

書の発行が求められることがある。 

これにより、単純な売買の登記を目的として、既に農地ではなく、農地を守るという農地法の趣旨からは関係の

ない土地に関する形式的・無駄な届出が、地方自治体に対して非常に多く提出されている。さらに、不動産会社

等は、農地に関する手続きだから必要であると正しく理解しておらず、それとは別に、所有権移転登記を目的と

した制度と誤解しているものも多い。 

なお、法務局においては、過去に相続以外の所有権移転等があった土地については、その際に届出がされてい

ることを確認しているはずなので、再度確認する必要は無いはずであり、届出がなされていない土地について

も、農業委員会に問い合わせる等の運用をすれば対応することができるため、受理通知書が必要であるとまで

は言えないはずである。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【自治体】 

・受理通知発出にかかる事務手続き（決裁・押印等）の削減 

・通知に係る経費の削減（人件費・偽造防止紙など）。 

【届出者】 

・受理通知を受取に来る手間と時間の削減（通知発出は翌営業日） 

・同じ土地に何度も届出する手間と時間の削減 

 

根拠法令等 

農地法施行令第３条第２項、同第 10 条第２項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

さいたま市、川崎市 

 

○当市においても、提案市と同様に、同一の土地について複数回届出の提出を受け付けており、市民と市の双

方に負担が生じている。 

具体的に、権利移転を伴う農地法第５条の届出においては、当該地において過去に届出がなされたにも関わら

ず、登記に際して「当該土地取引の内容がわかる受理通知書が必要」との理由で届出が提出されており、あた

かも農業委員会が当該土地取引の内容まで証明するような運用がなされている。 

農業委員会としては、市街化区域において、適正に農地転用手続きがなされ、宅地造成や駐車場整備等の転

用行為が完了している場合は、農地転用も完了しており、改めての農地転用手続きは不要と考える。 

市街化区域内の土地（地目：田畑）が、既に農地転用の手続きが行われたかについては、提案のとおり、農業委

員会への照会や届出済証明書により確認いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 142  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  142 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

裁判所が発付する捜索・差押え・検証の令状を執行する際に必要となる立会いを、国が行うことを可能とするこ

と 

 

提案団体 

千葉市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

裁判所が発付する捜索・差押え・検証の令状を執行する際に必要となる立会いを、国が行うことを可能とするこ

とを求める。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

裁判所が発付する捜索、差押、検証の令状を執行する際には、立会人による立会が必要となることが刑事訴訟

法第 114 条（※）に規定されている。 

（※参考：刑事訴訟法第 114 条第２項）  

「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を

するときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これ

らの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。」 

上記のとおり、現行制度においては、住居主や隣人などの立会が難しい場合は、最終的に、地方公共団体の職

員が対応することとなっており、当市においても、区役所、消防、地域安全部門などから職員を現場に派遣して

いる。 

このように、現行制度では、現場となる施設等の関係者による立会が難しい場合は、公的な立場の者の立会に

より対応するという建付けとなっているが、国の職員による立会は、制度上明記されていない。 

【支障】 

立会は 1 件あたり平均 3 時間程度かかるが、この間、現場や警察署に派遣された職員は、立会業務のために

通常業務を行うことができず、本来業務に大きく支障を来すこととなる。長ければ丸一日拘束されることもあり、

地方公共団体の計画的な事務執行に大きな影響を与えることとなる。 

【求める措置】 

地方の負担軽減のため、裁判所が発付する捜索・差押え・検証の令状を執行する際に必要となる立会いを、国

の職員が行うことも可能とすることを求める。 

国の機関（例として、国道事務所、出入国管理局、刑務所、海上保安庁など）は地方に点在しており、そのような

機関を選択肢に含めることで地方負担の分散化を図り、司法活動への協力体制を少しでも強固なものにするべ

き。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

立会人足り得る者の幅を広げ、国の職員による立会を可能とすることで、地方公共団体の立会による負担の分

散化が図られる。 

令状の執行は、その性質上一刻を争うような状況となることも想定されるが、地方公共団体職員も、すぐには現

場に急行できないような場合が考えられる。 

そのような状況に備え、立会可能な者について、可能な限り幅広に設定しておくことが有効であると考える。 

 

根拠法令等 

刑事訴訟法第 114 条及び 142 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、花巻市、川崎市、浜松市、広島市、特別区長会 

 

○令状の執行にあたり、その執行の内容によっては一刻を争うような状況となることも想定され、当市職員もす

ぐには現場に急行できないような場合があることから、立会可能な者の範囲を広げる提案に参画するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 210  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  210 )   提案分野 04_雇用・労働 

 

提案事項（事項名） 

外国人材の県内への就職・定着の促進に向けた上陸許可基準の緩和 

 

提案団体 

兵庫県 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

外国人材の県内就職で生じている雇用のミスマッチの解消を図るため、在留資格「特定活動（告示 46 号）」の上

陸許可基準を「日本語能力Ｎ２以上」に緩和すること 

 

具体的な支障事例 

【現状・支障】 

労働施策総合推進法に基づき、当県でも地域の実情に応じた、国の施策と相まった労働施策の１つとして、外

国人雇用対策に従来から取り組んでいる。 

生産年齢人口の減少に加え、コロナ後の人流回復により、当県では製造や観光の現場で人手不足が深刻化し

ている。コロナ禍で伸びが鈍化した後、再び増加傾向にある外国人材の活躍は人手不足解消の打開策の１つで

あり、外国人の就職・定着促進の取り組みはその重要性を増している。「外国人の就職・定着促進」を図る労働

施策を引き続き展開していくにあたり、その入口である「就職」において以下の支障がある。 

国内の外国人留学生の進路希望調査によると、日本での就職希望は約 65％に上る一方で、実際に日本で就

職する卒業生は約 37％に留まっており、このギャップ解消が高度外国人材の活躍には不可欠と考えられる。ま

た、当県内の外国人留学生在籍数は年平均（平成 30 年～令和４年平均）8,000 人超（全国比 4.2％）と全国でも

上位である一方、県内での就職者数（同期間平均 840 人、全国比 2.8％）は在籍数の全国比より低い割合にあ

るため、外国人留学生の県内企業への就職支援に注力し、ギャップ解消を図っている。 

当県では外国人留学生と県内企業とのマッチング機会の拡大（「外国人留学生採用ワンストップ相談窓口」の設

置、「外国人留学生向け合同企業説明会」等の開催）に取り組んでいるが、窓口での相談や合同説明会等を通

じて「管理業務に加え現場業務にも従事可能な人材」を求める県内企業ニーズにマッチする在留資格「特定活

動（告示 46 号）」に必要な「日本語要件」の設定（日本語能力Ｎ１合格等）が、外国人留学生の県内就職促進の

支障となっていることが明らかになってきた。 

［県内企業とのマッチング機会拡大の取り組みへの外国人留学生参加状況］ 

①外国人留学生向け合同企業説明会（Ｎ１認定：10％、Ｎ２認定：33％） 

②企業魅力発信フェア（Ｎ１認定：33％、Ｎ２認定：33％）※参加条件をＮ１・Ｎ２認定者に限定して開催（実際はそ

の他の参加あり） 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

アルバイトで採用していた留学生の勤務態度が良好だったので、卒業後に特定活動（告示 46 号）へ在留資格を

変更し、正社員として採用する予定であったが、日本語要件が支障となり申請が不許可となったため、採用でき

ない。 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

県内就職を希望する外国人材と県内企業のマッチングの実現が拡大し、定着促進を支援していくことで、深刻化

する県内の人手不足の解消に資する。 

 

根拠法令等 

出入国管理及び難民認定法第７条 

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第４条、第５条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

熊本市 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 246  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  246 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

在留資格の変更や在留期間の更新許可において都道府県税及び市町村税の納税義務の履行を条件とするこ

と 

 

提案団体 

富山県、高岡市、氷見市、滑川市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝

日町 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」上において、現在、「納税義務を履行していること」に

ついては、「３以下の事項（代表的な考慮要素）」として位置づけられているが、「１（許可する際に必要な要件）」

または「２（原則として適合していること）」に相当する、より強い位置づけとしていただきたい。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度】 

在留資格の変更や、在留期間の更新許可において、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として

評価されているが、多くの場合、納税していなくても変更や更新許可となっている模様である。 

【支障事例】 

近年の外国人在留制度の整備に伴い増加を続ける外国人就労者（短期在留者）が、個人住民税等を納付せず

に国内外に転出する例が増えている。 

このため、税収の確保や納税者（邦人・外国人）間の公平性の確保に問題が生じているほか、滞納整理に係る

行政経費も増大し続けている。 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

当県では、個人住民税税収確保のため、県内市町村との合同会議を毎年開催している。 

令和５年度開催時に、当県内のいくつかの市町村からも、外国人滞納者対策は課題であるとの意見をいただい

たところ。 

なお、未納がある者から納税証明書の発行を求められる場合、備考欄にその旨を記載のうえ発行することにな

るが、結果的に未納のまま出国となる例あり。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

税収の確保、納税者（邦人・外国人）間の公平性の確保、税務行政の効率化 

 

根拠法令等 

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004753.pdf 



 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、茨城県、大田原市、松本市、関市、京都府、高松市、長崎市、雲仙市、熊本市 

 

○外国人就労者の在留資格の変更や在留期間の更新許可において、納税状況がどの程度考慮されているの

かを計り知ることはできないが、個人住民税等を納付せずに他市に転出を行う等で、税の徴収が困難となる外

国人就労者の例は散見される。 

○当市にも外国人が多数在住しており、市税滞納者も一定数存在する。在留期間更新手続きに要する納税証

明書の交付申請に窓口来庁した際に納付折衝する機会を得られているが、滞納市税を完納しなくても、例えば

分割納付を計画していれば一定の範囲で期間更新できるようであり、更新手続きを行う外国人全員が完納する

訳ではない。このため、在留期間更新に要する納付要件を現状より規制することには賛成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 251  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  251 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

婚姻届等のオンライン届出に係る電子署名の省略等 

 

提案団体 

神戸市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省 

 

求める措置の具体的内容 

婚姻届等の証人が必要な届出について、オンライン届出を行うにあたっては、証人の電子署名を省略するな

ど、届出要件の緩和（必要最低限の要件とすること）を求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

戸籍法施行規則第 79 条の３第２項には、婚姻届等をオンラインで行う場合は、届出を行う者の電子署名を行わ

なければならず、証人を必要とする届出については、当該証人も、電子署名を行わなければならないと規定され

ている。 

【支障事例】 

当事者双方及び証人２人以上の電子署名が必要であると規定されていることから、４人以上の電子署名を収集

し、届出を受理する機能を有する電子申請システムが必要となるが、住民の負担（アプリのインストール、IC リー

ダの準備等）や市区町村の負担（アカウント発行、ワークフローのやり取り関与又はアプリの独自開発を行う場

合は開発コスト等）が大きいことから、婚姻届等のオンライン化の導入が困難な状況にある。 

【制度改正の必要性】 

戸籍の届出のオンライン化に関する取扱通達は示されているものの、４人以上の電子署名が必要となることか

ら、通達に基づく機能を有する電子申請システムのハードルが高くなり、オンライン化の導入が困難な状況にあ

る。 

【支障の解決策】 

戸籍の届出のオンライン化を行う場合、公的個人認証による一定の担保が備えられていることから、証人の電

子署名を省略することで支障が解決すると考える。 

証人の電子署名を省略すると本人確認に支障が生じる場合は、代替措置として、本人確認書類の画像添付等

を認めるなど、要件の緩和を行うことが必要と考える。当市においては、以下のオンライン手続きにおいて、本人

確認書類等の画像添付を実施している。 

・教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定申請に伴う本人確認書類 

・こども医療費助成資格認定申請に添付する子供の健康保険証 

・原動機付自転車・小型特殊自動車の登録又は変更申告に伴う届出者の本人確認 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 



制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

婚姻届はいわゆる「お日柄の良い日」（一粒万倍日、天赦日、大安、いい夫婦の日、七夕等）に届出が集中する

ため、特定の日に市区町村窓口が混雑し、来庁者を長時間待たせている。 

要件緩和により婚姻届のオンライン化が実現すれば、住民にとって、混雑した市区町村窓口に来庁することなく

届出を行うことができる。 

市区町村にとっては、来庁者が減少することで、婚姻届等の審査業務に集中することができ、またマイナポータ

ルから正確な住基・戸籍情報を引用して届出することができれば、審査業務の簡素化を図ることもできる。 

 

根拠法令等 

民法第 739 条 

戸籍法第 33 条 

戸籍法施行規則第 79 条の２の４、同規則第 79 条の３ 

令和６年２月 26 日付法務省民一第 503 号通達「電子情報処理組織による届出又は申請等の取扱いについて

（通達）」第１の２の（３） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、函館市、花巻市、郡山市、寝屋川市、広島市、高松市、東温市、熊本市 

 

○行政手続きのオンライン化を進めていく上で、現行の届出要件はデジタル化への移行の弊害となることから、

届出要件を緩和することで、市民の利便性向上及び事務の効率化が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



令和６年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

整理番号 286  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

× 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  286 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

在留カードの再交付手続の簡素化 

 

提案団体 

埼玉県 

 

制度の所管･関係府省 

警察庁、法務省 

 

求める措置の具体的内容 

在留カード再交付時の「在留カードの所持を失ったことを証する資料」の添付を不要とするよう、出入国管理及

び難民認定法施行規則を改正すること 

添付省略が不可能なのであれば、遺失届受理番号で足りるようにするなど、手続の簡素化に向けて出入国在

留管理庁（全庁）の取扱いを統一すること 

 

具体的な支障事例 

在留カードの再交付手続の簡略化 

出入国在留管理庁長官が、本邦に在留する外国人中長期在留者に交付する「在留カード」に関しては、当該カ

ードを紛失等した場合の措置について、「在留カードの所持を失ったことを証する資料１通」を添付して再交付申

請するよう規定されている（出入国管理及び難民認定法施行規則第 19 条の 11 第１項）。 

この「在留カードの所持を失ったことを証する資料」（本県では原則として警察署長名の遺失届出証明を作成し

ている。）を作成する際、紛失者に記入させる、内容の説明をするなどの必要があるが、日本語をあまり理解し

ていない外国人の対応をすることが多く、説明等に多くの時間を要し（40 分～60 分/１回）紛失者側と警察側の

双方に負担となっている。 

在留カードの再交付に関する遺失届出証明書の発行数：656 件（令和５年１月～12 月） 

 

地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

当県ホームページにおいて住民・事業者から意見を募集したところ、「遺失届出証明は遺失届を受理したことを

証明するものでしかなく、遺失届には所持を失ったことを証明する能力はない。（例えば、遺失日時等が不明で

も受理される。）さらに、遺失届をした警察署に出頭して申請する必要があるため、遠方で遺失し地元署に届け

出をした場合、交付を受けるのは困難である。」旨の要望が寄せられた。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

提案の実現により県民及び行政の負担軽減につながる。 

 

根拠法令等 

出入国管理及び難民認定法第 19 条の 12 

出入国管理及び難民認定法施行規則第 19 条 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊橋市、高知県、福岡市、宮崎県 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




